




■補助金申請
年度の切り替えに伴い自治会の補助金事業の実績及び交付の申請が必要と

なります。

例年2月から3月頃、昭島市市民部生活コミュニティ課より各自治会長宛に案

内が届けられます。新会長は、引き継ぎ時に前会長よりお受け取りください。

申請には、口座番号及び口座名義の表示された預金通帳の表紙のコピーが

必要です。会計担当が交代された場合は、速やかに名義変更をしてください。

また、事業結果報告及び収支決算書の提出が必要です。こちらは、各自治会

の議案書もしくは、総会資料を提出ください。

（申請書は年度により変更になる場合もあります。参考例は平成30年度ものです。）

■資源回収奨励金交付団体登録
資源回収を行う自治会様

は、資源回収奨励金交付団

体登録が必要です。

申請用紙は、2月から3

月頃、昭島市環境コミュニ

ケーションセンターより各

自治会長宛てにご案内が届

けられます。新会長は、前会長よりお受け取りください。

申請には通帳のコピーが必要となります。

公園や道路の清掃にはボランティア袋が使用できます。
町の美化にご協力ください。
ボランティア袋の詳細は、昭島市のホームページをご覧ください。

街路樹の落ち葉や公園の清掃など、公共の場所を清掃したごみを出さ

れる場合には、ボランティア袋を使用して出すことが出来ます。

平成３０年３月１２日   
 

自 治 会 長 各位 
 

昭島市市民部 
生活コミュニティ課長 小 松  慎 

 
 

平成２９・３０年度切り替えに伴う自治会 
補助金関係提出書類等について（依頼） 

 
早春の候 ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 
また、日頃から市政全般にわたり格別なご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 
さて、平成２９・３０年度切り替えに伴う自治会の自治会等補助事業の実績報告及び

交付申請について、別紙に記入押印のうえ、下記のとおり提出くださいますようお願い

申し上げます。 
なお、記入例を添付いたしましたので、参照してください。 
また、総会等の都合により期限まで提出できない場合は、ご相談ください。 

 
記 

 
１ 提出書類 
（１） 自治会等補助事業実績報告関係書類 

① 自治会等補助事業実績報告書（第４号様式） 
② 平成２９年度事業結果報告書（議案書：総会資料） 
③ 平成２９年度収支決算書（議案書：総会資料） 

 
（２） 自治会等補助金交付申請関係書類 

① 自治会等補助金交付申請書（第１号様式） 
② 自治会等補助金請求書兼支払金口座振替依頼書（第３号様式） 
※ 振込先金融機関の欄は、平成３０年度の預金通帳を確認のうえ省略せず正確

に記入してください。（会計の方等が新年度に変更になり、通帳の名義が変更に 

なった場合等十分ご注意ください。） 
③ 平成３０年度事業計画書（議案書：総会資料） 
④ 平成３０年度収支予算書（議案書：総会資料） 
⑤ 預金通帳の口座番号及び口座名義の表示された表紙の写し（コピー）。 

 
（３） 提出期限 第１回締め切り 平成３０年４月２７日（金） 

（３） 提出期限 第２回締め切り 平成３０年５月３１日（木） 

 
 

第４号様式（第８条関係） 

 

              自 治 会 等 補 助 事 業 実 績 報 告 書 

 

                                       平成  年  月  日 

 

 

 （あて先）昭 島 市 長 

 

 

             自 治 会 名  

             住   所  

             氏   名              印 

 

 

 

 平成２９年度（自治会・自治会連合会）の事業が終了したので、下記の

とおり報告します。 

 

                                記 

 

１ 補助金交付額             円 

 

２ 補助金精算額             円 

 

３ 添 付 書 類 

 (1) 平成２９年度事業結果報告書 

 (2) 平成２９年度収支決算書 

 

                            

 

自 治 会 等 補 助 金 交 付 申 請 書 

 

平成◇◇年◇月◇◇日 

※日付は記入しないでください 

 

 

（あて先）昭 島 市 長 

 

 

申 請 者  自 治 会 名  ○ ○ 自 治 会  

申 請 者  住   所   昭 島 市 ○ ○ 町 ○ -○ -○  

申 請 者  氏   名  自 治 会   太 郎  ㊞  

 

 

 

 平成３０年度（自治会・自治会連合会）補助金を下記のとおり交付されるよう、関係書類を添えて申請し

ます。 

 

記 

 

１ 補助金交付申請額    ◇ ◇ ◇ 円 

 

２ 添付書類 

(1) 平成３０年度 事業計画書※議案書・総会資料を１部添付してください 

   (2) 平成３０年度 収支予算書 

第１号様式（第４条関係） 

【記入例】 

補助金額は会員数を参考に計算し

ますので記入しないでください。 

必ず朱肉印で押印してください 

※ゴム印（シャチハタ）不可 

新年度会長名で署名・捺印をお願いします。 

 

 

 

自  治  会  等  補  助  金  請  求  書 

兼 支 払 金 口 座 振 替 依 頼 書 

 

平成◇◇年◇月◇◇日 

※日付は記入しないでください 

（あて先）昭 島 市 長 

 

 

自 治 会 名  ○ ○ 自 治 会  

申 請 者  住   所  昭島市○○町○-○-○ 

氏   名  自治会  太郎 ㊞ 

 

 

 

平成３０年度（自治会・自治会連合会）補助金を次のとおり請求します。 

 

     請求額  ◇ ◇ ◇ 円 ※金額は記入しないでください 

 

※ 補助金は、下記の口座に振り込んでください。 

振 込 先 
金融機関 

銀行 
信用金庫 
信用組合 
農協 

本店
支店

預金 
種別 

1 普通預金 
2 当座預金 
9 

口座番号 １２３４５６ 

フリガナ 

口座名義 

マルマルジチカイ 

○ ○ 自 治 会 

 カイケイ  アキシマイチロウ 

会 計   昭 島 市 郎 

(注) 口座番号及び口座名義は、平成３０年度用の預金通帳を確認し省略 

せず正確に記入してください。 

預金通帳の名義及び口座番号の表示されている表紙の写し（コピー） 

を添付してください。 

第３号様式（第６条関係） 

【記入例】 

○○ ○○ 

新年度会長名で署名・捺印をお願いします。 

必ず朱肉印で押印してください 

※ゴム印（シャチハタ）不可 

 

 

自 治 会 等 補 助 事 業 実 績 報 告 書 

 

                  平成◇◇年◇月◇◇日 

                                               ※日付は記入しないでください 

 

 

 （あて先）昭 島 市 長 

 

 

自 治 会 名  ○○自治会 

住   所  昭島市○○町○－○－○ 

氏   名  自治会  太郎   ㊞ 

 

 

 

 平成２９年度（自治会・自治会連合会）の事業が終了したので、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助金交付額 ◇ ◇ ◇ 円 

 

２ 補助金精算額      ◇ 円 

 

３ 添 付 書 類 

 (1) 平成２９年度事業結果報告書 

 (2) 平成２９年度収支決算書 

第４号様式（第８条関係） 
【記入例】 

前年度会長名で署名・捺印をお願いします。 

必ず朱肉印で押印してください 

※ゴム印（シャチハタ）不可 

※金額は記入しないでください。 

銀行･信金 本 左記の預金口座へ振込みくださるよう依頼します。

信組･農協 支 平成 年 月 日

納入先
   ごみ対策課

(担当課)

依
　
　
頼
　
　
人

住所

昭島　環花子 　　昭島市美堀町３－８－１

請求内訳

氏名 　　　昭島　環太郎 ㊞

資源回収奨励金 ＊依頼人の印は請求書と同一のものを押してください。

百 十 円

2.当座預金

口
座
名
義

(フリガナ) 郵便番号

　　　　196-0001

電話

　　　　042-123-4567
ｱｷｼﾏ　カンハナコ

(名義)

億 千 百 十 万 千

振
込
先
金
融
機
関

昭島 昭島 店
(あて先)

・
振
込
口
座
は
依
頼
人
の
口
座
に
限
り
ま
す

。

・
金
額
の
訂
正
は
で
き
ま
せ
ん

。

預
金
種
目

昭 島 市 長

1.普通預金 口
座
番
号

1 2 3 4 5 6 7
振 込

金 額

十

昭島市環境子供会 会計 昭島 花子 

アキシマカンキョウコドモカイ カイケイ アキシマ ハナコ

あきしま 

第 6 号様式(第 10 条関係) 

請  求  書 
金  額             円 

件  名  資源回収奨励金      

但し、平成   年   月   日付   環 対 第     号による交付決定分 

上記のとおり請求します。 

 

平成   年   月   日    

団体名     昭島環境子供会           

代表者住所   昭島市美堀町３－８－１        

                 氏名   昭島 環太郎      印 

昭島市長    

 

 

支払金口座振替依頼書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意① 金額・日付は記

入しないで下さい 

注意② 団体名・代表者住所・

氏名以外は記入しないで下さい。 

様式が決まっていますので、必ず、

ごみ対策課から送付した新しい 

請求書を使用してください。 

記入例 

注意④ 金額・日付は記

入しないで下さい 

注意⑤ 振込先金融機関情報は資源回収奨

励金交付団体申登録請書通りに記入ください。

注意③ 印がブレたり名前が確認できない

場合は横に押しなおしてください。申請書・

請求書・支払金振替依頼表はすべて同じ印鑑

でお願いします。（銀行印でなくてもかまい

ません） 

注意⑥ 依頼人は資源回収奨

励金交付団体登録申請書の団

体名と代表者を記入ください。

昭島環境子供会 

 

昭島 環太郎 

第一章　自治会運営
⃝市への申請及び登録
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⃝活動計画を立てる
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⃝年間の活動モデル
自治会活動の1年モデル 自治会活動通年事業

市の発行する印刷物の回覧
市の発行する印刷物の回覧、配布
を行います。

ポスターの掲示
市の発行するポスターの掲示を行
います。

防災・防犯パトロール
近年、子供や高齢者を狙った犯
罪、放火などの火災が多発してい
る中、自治会では地域ぐるみで事
件や事故、火災から地域住民を守
るため「防災・防犯パトロール」
などを実施しています。

地域の清掃・資源回収
環境美化意識の高揚やコミュニ
ティ活動の醸成を図るため、「ク
リーン作戦」「資源回収」などが
行われています。

募金活動等
日本赤十字募金・社会福祉協議会
会員増強運動・赤い羽根共同募
金・歳末助け合い募金の活動を
行っています。

4月

6月

5月

7月

9月

8月

10月

12月

11月

1月

3月

2月

・春のお花見会

・定期総会

・市内クリーン運動

・交通安全＆防犯講習

・お祭り、納涼大会

・敬老のお祝い

・ブロック運動会

・まちかど防災訓練

・歳末パトロール

・餅つき大会

・�ブロック対抗スポー

ツ大会（インドアペタ

ンク）
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自治会の憲法ともいうべき�規約”にしたがって、役員全
体によって民主的に会員に開かれた運営をやっていくこ
とが基本です。
常に見直し、現状に合った会則（規約）を作り直しましょう。
それにより自治会役員をはじめ、会員に理解していただき、
活性化しながら進めている自治会に対しては、多くの会
員が理解し協力していただけるでしょう。

⃝会則（規約）を見直そう

■会則（規約）に盛り込む内容
目　的 会の設立趣旨を示した基本理念です。

具体例：以下の共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持
形成に資することを目的とします。
（1）�地域の生活環境の維持および改善に関すること。
（2）�福祉厚生に関すること。
（3）�共同資産・施設の維持管理に関すること。
（4）�会員相互のコミュニケーションに関すること。　

名　称 自治会の名称を掲載しましょう。

区　域 自治会の区域を掲載しましょう。

所在地 自治会の事務所となる場所の所在地を掲載しましょう。
所在地を会長宅とする場合もあります。

構成員 原則として、「区域内」の住民および商店、会社等が対象となります。

役　員 役員の仕事の概要や人数、任期、選出方法を定めるのが一般的です。

会　議 全会員が出席する総会はじめ、役員会などの開催時期、招集方法、
定足数、議決事項を会議の種別に掲載しましょう。

会　費 活動資金です。「1世帯あたり月額◯◯◯円」と金額を掲載します。
「総会で金額を決定する」とし毎年金額を決定する方法もあります。
また、資源回収の収入を活動資金にする場合もあります。
※1年間に必要な資金を全会員で分担するのが原則です。

その他 会計年度、入退会、慶弔贈与、会則（規約）改定等を定めるのが一
般的です。
個人情報取り扱い・管理についての規定を必ず掲載しましょう（詳
細は、個人情報取り扱いの項を参照してください。）
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自治会の憲法ともいうべき�規約”にしたがって、役員全
体によって民主的に会員に開かれた運営をやっていくこ
とが基本です。
常に見直し、現状に合った会則（規約）を作り直しましょう。
それにより自治会役員をはじめ、会員に理解していただき、
活性化しながら進めている自治会に対しては、多くの会
員が理解し協力していただけるでしょう。

⃝役割分担し「組織」を作る

■自治会の主な役員

会　長 ・自治会の組織をまとめる「最高責任者」です。

・�自治会のまとめ役として、全体を見渡しながら、他の役員や会

員がそれぞれの立場で十分に力を発揮できる環境をつくるとと

もに、他の団体との連携を図り、多くの人の関わりにより、自

治会活動を活発にしていくことが大切です。

副会長 ・会長と常に連携をとり、会を運営します。

・会長を補佐し、会長不在の時等はその職務を代行します。

会　計 ・�自治会のお金の出し入れに関する事務を行い、必要な書類を管

理します。

・自治会に資産がある場合は、資産管理を行います。

事業監査 ・自治会の会計や事業の実施状況をチェックします。

会計監査 ・自治会の会計の実施状況をチェックします。

書　記 ・会議の記録やその他の事務を受け持ちます。

その他 ・�総務、広報、交通安全、防犯、防災、環境、子供会など、各分

野に担当を置く場合もあります。
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■役員の任期と運営

■引き継ぎが大切です！

■役員への負担軽減への取り組み例

任　期 役員の任期は、1年もしくは2年間のところが、自治会では7割
を占めていますが、構成役員数などにより様々です。

交替時には、会の運営が滞らないように、総入れ替えではなく役員の半
分ずつが交代する方法があります。
1年では、自分の役割がわかった頃に辞めることになり、2年以上が望
ましいです。

選　出 会則にのっとり民主的にわかりやすく選出し、決まったら会員
に速やかに知らせましょう。

役員会
（三役会）

三役会を中心に役員会を構成し、自治会役員定例会や総会にか
ける議案を検討します。

役員定例会 役員に加え区長、班長などを常任委員（運営）とし、定期的な
会議（運営あるいは常任委員会）を行い総会の議決に従って会
を運営します。原則月1回程度が望ましい。

定例役員会など会議をおこなった際は、開催日や場所、出席者、議事の
経過・議決事項等を記載した議事録を作成・保存しておきましょう。

運営を円滑に進めるためには、引き継ぎがポイントになります！
◎役職ごとに専用ファイルをつくり、資料や記録を新任役員に渡すようにしましょう。
◎�行事を行う際には、それぞれの担当者が手順や準備した品物をメモし、会場

の設営状況などの詳細を写真に残しておくと、引き継ぎの際に新任役員にわ
かりやすく説明ができます。

役員一人ひとりの負担を軽減することが重要です！
◎役職のやることを文書化しておく。
　�記録やマニュアルをつくり、引き受

けた役員が、何をするのかを明確に
しておきます。そのことで、任期中
に何をしていけばいいかという心配
がなくなり、負担感を軽減すること
ができます。

◎�役員のサポート体制をつくる。
　�役員経験者によるサポート体制をつ

くり、不慣れな役員を助ける仕組み
を設けるという取り組みもあります。
また、役員の総数を増やすことで、
ひとりひとりの負担を減らすという
方策も考えられるでしょう。
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⃝会議を開こう！……………………………………合議制で民主的な会議の運営を
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活 動 区 分 活 動 計 画

地域の親睦

ふれあい

春のお花見会・夏まつり・納涼大会

ブロック運動会・餅つき大会

地域の安全

安心

防災パトロール・自主防災訓練（組織）

年末警戒巡回夜警・交通安全教室

高齢者健康

見守り

地域健康フェア・災害時要援護者の見守り

お年寄り交流の場サロンの運営

広報 自治会会報の発行・活動行事報告の発行

自治連HP自治会紹介へのブログ投稿

電子メール広報発行、配布

行政との連

携・協力

行政の発行、配布物の配布、回覧、掲示

行政サービスの補完・イベント参加

学校避難所運営委員会への参画

地域の環境

美化

花壇の花の植え替え

自治会エリアの周辺清掃・資源回収

地域福祉 赤十字・赤い羽根

社会福祉協議会会員増強運動

歳末助け合い募金への募金協力

参考

豆知識
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⃝会計は適正かつ正確に！… ……………………………適正に会計処理をする

10
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⃝情報を知らせる………………………………………… 積極的に情報をPRする

12



◎自治連のブログを大いに活用しよう…………………… 費用は無料です！
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⃝個人情報を適切に活用しよう………………………… 保護法が変わりました

14
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⃝個人情報Q&A

16



17



43.4

２０．９％

⃝活動のポイント
第二章　自治会加入促進運動

自
治
会

管
理
組
合

18



43.4

２０．９％

自
治
会

管
理
組
合
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⃝自治会の必要性………………………………… 自治会の必要性を再認識しよう

20



⃝加入促進ツール紹介
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税金を払っているのだから、市が地域の事をやるのでは？

・住民のニーズが多様化してきたことや、家庭や地域での新たな問題が多くなってき

たことで、行政だけでの対応は難しくなってきています。そこで、自治会と行政

が連携しながら、地域の実態に沿った問題の解決に向けて、住民が主体となって

取り組むことが求められています。

・東日本震災を始め大規模広域災害時の被害を少なくするために

は地域コミュニティーでの自助・共助による［ソフトパワー］

を効果的に活用する事が不可欠であるといわれており、自治会

の力が必要とされています。

・阪神淡路大震災でも97％の方が自助・共助で救われています。

日頃からの備えが大事です。

・会費は、1か月○○○円で、毎年総会で事業の承認を頂き使用しています。

・使用用途は、防災訓練、清掃活動、緑化活動、安全パトロール、お祭り、敬老会な

ど自治会活動に係わる費用です。

・自治会によっては高齢者等の場合減額制度がありますのでご安心ください。

※定額制の自治会の場合、急速に進む高齢化社会に向けて高齢者へ

の減額について、役員会で検討し、決めておくと良いでしょう。

・市からの補助金が会費以外の収入です。

・資源回収奨励金やイベント等への祝い金も会費以外の収入です。

自治会費以外に収入はあるのですか？

⃝未加入者からの想定質問
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税金を払っているのだから、市が地域の事をやるのでは？

・住民のニーズが多様化してきたことや、家庭や地域での新たな問題が多くなってき

たことで、行政だけでの対応は難しくなってきています。そこで、自治会と行政

が連携しながら、地域の実態に沿った問題の解決に向けて、住民が主体となって

取り組むことが求められています。

・東日本震災を始め大規模広域災害時の被害を少なくするために

は地域コミュニティーでの自助・共助による［ソフトパワー］

を効果的に活用する事が不可欠であるといわれており、自治会

の力が必要とされています。

・阪神淡路大震災でも97％の方が自助・共助で救われています。

日頃からの備えが大事です。

・会費は、1か月○○○円で、毎年総会で事業の承認を頂き使用しています。

・使用用途は、防災訓練、清掃活動、緑化活動、安全パトロール、お祭り、敬老会な

ど自治会活動に係わる費用です。

・自治会によっては高齢者等の場合減額制度がありますのでご安心ください。

※定額制の自治会の場合、急速に進む高齢化社会に向けて高齢者へ

の減額について、役員会で検討し、決めておくと良いでしょう。

・市からの補助金が会費以外の収入です。

・資源回収奨励金やイベント等への祝い金も会費以外の収入です。

自治会費以外に収入はあるのですか？
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・皆さんから提供いただいた情報は、自治会規約で定めた目的にのみ利用しています。

また、頂いた情報は自治会長と役員がきちんと管理しています。

・不審者に対した子どもを守る取り組みやパトロール、交通安全の啓発、中学校区別

のエリアミーティングの開催など複数の自治会や地域団体、PTA、商店会、民生委

員などと協力して行っています。

・是非参加ください。つぎの行事の際、案内チラシをお持ちします。

・行事に参加する事で楽しさを知って頂き、隣近所との交流を広げて行く事で、

自治会加入を検討して頂きたいと思います。

・自治会は防犯協会に加入し、警察署と連携し高齢者を対象にした「ひったくり防止

」や「特殊詐欺防止」の活動を行っています。

・安心して暮らせる地域づくりのために、子ども

や高齢者の為の安全パトロールを行っています。

・平日の学童の下校時間に合わせ“青パト”で、

地域を巡回したり、主要通学路で下校時見守り

活動を行っている自治会もあります。
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・皆さんから提供いただいた情報は、自治会規約で定めた目的にのみ利用しています。

また、頂いた情報は自治会長と役員がきちんと管理しています。

・不審者に対した子どもを守る取り組みやパトロール、交通安全の啓発、中学校区別

のエリアミーティングの開催など複数の自治会や地域団体、PTA、商店会、民生委

員などと協力して行っています。

・是非参加ください。つぎの行事の際、案内チラシをお持ちします。

・行事に参加する事で楽しさを知って頂き、隣近所との交流を広げて行く事で、

自治会加入を検討して頂きたいと思います。

・自治会は防犯協会に加入し、警察署と連携し高齢者を対象にした「ひったくり防止

」や「特殊詐欺防止」の活動を行っています。

・安心して暮らせる地域づくりのために、子ども

や高齢者の為の安全パトロールを行っています。

・平日の学童の下校時間に合わせ“青パト”で、

地域を巡回したり、主要通学路で下校時見守り

活動を行っている自治会もあります。

第三章　“いざ”と言う時に備えた防災活動
⃝自分たちの地域は自分たちで守ろう！… 見直されている「近助」「共助」
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●イザの時に備えて、市内の小中学校別に「避難所運営委員会」として２0 の組

　織を設置し、昭島市＝地域＝学校の３者の協働チームで活動しています。

⃝「自主防災組織活動」を推進しよう！
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●イザの時に備えて、市内の小中学校別に「避難所運営委員会」として２0 の組

　織を設置し、昭島市＝地域＝学校の３者の協働チームで活動しています。

⃝「東京都」と「昭島市」の取組みを学ぼう！
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⃝「自主防災組織」と「自助・共助・公助」の関係

28



⃝「学校避難所運営委員会」とは

29



⃝「学校避難所運営委員会」と自治会の関係

30



⃝自治会の防災訓練（まちかど防災訓練）

31



⃝自治会の「学校避難所」一覧
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学校名 Ｂ 　自　治　会　名 学校名 Ｂ 　自　治　会　名

坂上自治会　※ 福島第四自治会　※

森ノ上町会　※ 福島第五自治会

中宿自治会　※ 昭文自治会　

上町自治会 文化自治会

栗の沢自治会 つつじが丘東自治会

二葉自治会 つつじが丘西自治会

美野里会 プレイシア自治会

互助会 ポレスター昭島自治会

多摩野会 昭島中央自治会

八八会 上の原自治会

上向自治会 光華小前自治会

富士美自治会 あさひ自治会

美堀町つくし自治会 緑親交自治会

西武拝島ハイツ自治会 坂上自治会　※

西武拝島ハイツ樹だち館自治会 森ノ上町会　※

富士見坂自治会 中宿自治会　※

松原自治会 緑ヶ丘自治会

拝島駅前自治会 第六親交自治会

小荷田自治会 みまつ自治会

中宿自治会　※ シティテラス昭島自治会

拝島団地中央連合自治会 坂下自治会　※

福島第一自治会 拝島町東自治会　※

福島第二自治会※ 　 啓明学園

栄町自治会 五月自治会

八清親和会 東町中央自治会

都営玉川町自治会 坂下自治会　※

東中神公団自治会 拝島町東自治会　※

　 平成30年５月現在

注記）※ 複数の避難所を想定している自治会

多摩辺
中学校

昭   和
中学校

　 昭和高校

　 拝島高校

拝島第二
小学校 清　 泉

中学校

拝    島
中学校拝島第三

小学校

旧拝島第
四小学校

　　　　新規加盟の21ブロック　昭島法務自治会の指定場所は、検討中

拝島第一
小学校

福   島
中学校

瑞   雲
中学校

この一覧は、「昭島市総務部防災課」作成のもので変更希望の場合は、直接申し出てください。
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・昭島市自治会連合会（以下、   「自治連」という）は、昭和３４年 (1959年 )

５月に設立された昭島市自治会連絡協議会を前身とし、昭和４６年に組織名

を変更し現在に至っております。

・自治連は、現在９８の単一自治会で構成されており、その活動と運用を円滑

に行うため２１のブロックに分けて組織しています。

・自治連を取り巻く環境も大きく変わったこともあり、平成２１年度に「自治

連 規約」を見直し、平成２２年度総会に規約の全面改訂の提案し改定しまし

た。その後も、一部改訂を総会時に行っています。また、常任委員会の運営、

事業を円滑に行うために、自治連役員の中で引き継がれていた事項を明文化

し「自治連 活動基準」として平成２２年 4 月に作成しました。

・自治連の運営資金は、基本的に昭島市からの補助金です。更に東京都の地域底

力発展事業制度等も活用して各種事業を実施しております。

・自治連の組織は、常任委員会、常設の３委員会（総務企画・地域防災・加入

促進）、専門委員会を設けて自治連全役員で推進しております。

・事務局は、市民部生活コミュニティ課の中に置いてあります。

・本会は、元気で活力のある地域づくりを行政と協働していくため、自治会相

互の連携と親睦を図り、共通の問題を協議し、市行政に協力すると共に、市

民自治意識の高揚と地域社会の発展に寄与することを目的とする。

（１） 自治会加入促進に関すること

（２） 地域防災への取組みに関すること

（３） 加盟自治会の活動支援と地域コミュニティに関すること

（４） 本会主催行事の開催に関すること

（５） 自治会活動に資する研修会等の開催に関すること

（６） 本会機関紙の編集、発行に関すること

（７） 市行政についての周知および協力に関すること

（８） 同一目的を有する団体との協力連携に関すること

（９）その他本会目的の達成に必要な事項に関すること

　　※例　自治会会員証「ごきんじょカード」使った会員特典制度に関すること

第四章　自治会活動連携する組織について
⃝昭島市自治会連合会
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・昭島市自治会連合会（以下、   「自治連」という）は、昭和３４年 (1959年 )

５月に設立された昭島市自治会連絡協議会を前身とし、昭和４６年に組織名

を変更し現在に至っております。

・自治連は、現在９８の単一自治会で構成されており、その活動と運用を円滑

に行うため２１のブロックに分けて組織しています。

・自治連を取り巻く環境も大きく変わったこともあり、平成２１年度に「自治

連 規約」を見直し、平成２２年度総会に規約の全面改訂の提案し改定しまし

た。その後も、一部改訂を総会時に行っています。また、常任委員会の運営、

事業を円滑に行うために、自治連役員の中で引き継がれていた事項を明文化

し「自治連 活動基準」として平成２２年 4 月に作成しました。

・自治連の運営資金は、基本的に昭島市からの補助金です。更に東京都の地域底

力発展事業制度等も活用して各種事業を実施しております。

・自治連の組織は、常任委員会、常設の３委員会（総務企画・地域防災・加入

促進）、専門委員会を設けて自治連全役員で推進しております。

・事務局は、市民部生活コミュニティ課の中に置いてあります。

・本会は、元気で活力のある地域づくりを行政と協働していくため、自治会相

互の連携と親睦を図り、共通の問題を協議し、市行政に協力すると共に、市

民自治意識の高揚と地域社会の発展に寄与することを目的とする。

（１） 自治会加入促進に関すること

（２） 地域防災への取組みに関すること

（３） 加盟自治会の活動支援と地域コミュニティに関すること

（４） 本会主催行事の開催に関すること

（５） 自治会活動に資する研修会等の開催に関すること

（６） 本会機関紙の編集、発行に関すること

（７） 市行政についての周知および協力に関すること

（８） 同一目的を有する団体との協力連携に関すること

（９）その他本会目的の達成に必要な事項に関すること

　　※例　自治会会員証「ごきんじょカード」使った会員特典制度に関すること
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⃝地域からの選出委員等一覧
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⃝赤十字及び社会福祉協議会
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⃝地域内にある各種団体組織
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⃝協働のまちづくりの取組み

❶地域力向上委員会

❷エリア別ミーティング

・�２６年度から始め２年で１４回開催

・�行政からは市民部長、防災課長（防災関係）、介護福祉課長（老人会）、

地域開発課長（マンション・開発）、社会教育課長（子ども会）、学校教

育部庶務課長（学校関係）、市民課長（転入者対応）、生活コミュニティ

課長（自治会）で、自治連からは三役と相談役が出席し、毎回テーマを設

けて開催

・�６つの中学校校区別に該当エリアのブロック長と自治会長が集って校区エ

リアの各種課題を事前にまとめ、具体的に提案型で意見交換を実施

・自治会長から地域課題等を市長に直接伝える場となっている

・行政側は、市長、副市長、教育長と課題の担当部長や課長が出席

・�２７年度からは年に中学校３校とし“Aグループ”“Bグループ”交互に

開催

●中学校エリア・該当ブロック［Aグループ］
A ①昭和中学校 A ②瑞雲中学校 A ③拝島中学校

１・２・３・４・５・６・21 １５・１７・１９・２０ １０・１１・１２・１３・１８

●中学校エリア・該当ブロック［Bグループ］
B ①福島中学校 B ②清泉中学校 B ③多摩辺中学校

１・２・３・５ ５・６・７・８・９・１３ １０・１４・１６

知ろう！……………コミュニティ協議会を
昭島市のコミュニティ構想（平成１７年５月制定）により、コミュニティ組織として３団体が活動

しており、対象地域の方ならどなたでも参加できます。

■あきしま・街づくり市民会議・なかがみ
中神駅南エリア【自治会連合会の第５、第６ブロック】で平成１５年１１月に設立し、地域の様々

な課題解決に向けた活動を行っています。

公式HP　http://www.siminkaigi.ma.cx/

■武蔵野会館運営協議会
中神駅北側エリア（自治会連合会の１５ブロック）の地域住民のより良い生活環境づくりをめざし

平成１７年１１月に、個人・団体・機関が主体的に協力連携して武蔵野会館を設立。新しいコミュ

ニティづくりを目的とし、運営協議会が会館の管理・運営の一部を担っています。

■まちづくり昭島北
昭島駅北側エリア（自治連の１７、１９、２０ブロック）のつつじが丘ハイツとプレイシアの中高

層マンション地域におけるまちづくり活動の協働・連携（“防災”を主要テーマ）のために、４つ

の自治会と３つの管理組合、店舗会の８つの団体の活動がスタート。設立は平成２３年６月。

HP　http://akishima-kita.net
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B № 自    治    会    名 世帯

1 1 郷地第一自治会 128 
2 郷地第二自治会 123 
3 郷地第三自治会 68 
4 五月自治会 72 
5 東町第五自治会 71 
6 東町東町会 160 
7 東町親睦会 384 
8 東町中央自治会 18 
9 昭島団地自治会 277 

10 郷地住宅自治会 120 
11 郷地玉川自治会 168 

①ブロック計 1,589
2 12 福島第一自治会 187 

13 福島第二自治会 93 
14 福島第三自治会 194 
15 福島第四自治会 134 
16 福島第五自治会 202 

②ブロック計 810 
3 17 栄町自治会 55 

18 八清親和会 353 
19 築地地区自治会 151 
20 都営玉川町自治会 192 
21 東中神公団自治会 294 
22 サーパス中神自治会 72 

③ブロック計 1,117
4 23 東中神睦会 158 

24 富士見ヶ丘団地自治会 266
25 中神第３アパート自治会 446
26 都営中神第二団地自治会 257
27 富士見町会自治会 108
28 新栄会 10 

B № 自    治    会    名 世帯

4 29 昭島東部自治会 11 
30 昭和伸栄自治会 18 
31 昭島第二住宅自治会 75
32 昭島住宅自治会 109

④ブロック計 1,458
5 33 中神始自治会 275 

34 中神親和自治会 315
35 中神東上自治会 119
36 交友自治会 124

⑤ブロック計 833
6 39 六親自治会 195

40 朝日町住宅自治会 172
42 中神駅前親交自治会 119

⑥ブロック計 486
7 43 宮沢町自治会 163

44 大神町自治会 303
45 東ノ岡自治会 120

⑦ブロック計 586
8 46 昭島中央自治会 62

47 上の原自治会 139
48 光華小前自治会 110
49 あさひ自治会 33
50 緑親交自治会 65

⑧ブロック計 409
9 51 上川原自治会 315

52 昭島駅前上友自治会 300
53 仲よし自治会 106
54 昭和町一丁目自治会 59
55 松原町一丁目自治会 35

⑨ブロック計 815
10 56 坂下自治会 130

⃝昭島市の自治会紹介
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B № 自    治    会    名 世帯

10 57 拝島町東自治会 44
58 坂上自治会 170
59 森ノ上町会 280
60 中宿自治会 196
61 上町自治会 310
62 栗の沢自治会 118

⑩ブロック計 1,248
11 63 富士見坂自治会 225

64 松原自治会 200
65 拝島駅前自治会 517
66 緑ヶ丘自治会 316
67 小荷田自治会 170

⑪ブロック計 1,428
12 68 二葉自治会 43

69 美野里会 17
70 互助会 32
71 多摩野会 46
72 八八会 45
73 上向自治会 73
74 富士美自治会 82
75 美堀町つくし自治会 62

⑫ブロック計 400
13 77 第六親交自治会 50 

78 みまつ自治会 250 
79 上川原二丁目アパート自治会 60 
81 シティテラス昭島自治会 392 

⑬ブロック計 752 
14 82 拝島団地中央連合自治会 1253 

⑭ブロック計 1,253
15 83 中神団地自治会 23 

84 昭文自治会 360

B № 自    治    会    名 世帯

15 85 むさしの自治会 243 
86 日の出自治会 373
87 文化自治会 149
88 メゾンエクレーレニュー昭島自治会 216
89 ブルーミングガーデン昭島自治会 67
90 バーデン昭島自治会 306 

⑮ブロック計 1,737
16 91 田中町自治会 200 

92 昭島田中町住宅自治会 460 
93 グリーンタウン昭島自治会 80 

⑯ブロック計 740 
17 94 つつじが丘東自治会 417 

95 つつじが丘西自治会 198 
⑰ブロック計 615 

18 96 西武拝島ハイツ自治会 439 
97 西武拝島ハイツ樹だち館自治会 59 

⑱ブロック計 498 
19 98 つつじが丘北自治会 1397 

100 AYUMO CITY昭島自治会 86 
102 プラウドシーズン西武立川自治会 64 

⑲ブロック計 1,547
20 99 プレイシア自治会 527 

101 ポレスター昭島自治会 119 
⑳ブロック計 646 

21 103 昭島法務自治会 241 
㉑ブロック計 241

合計 19,208

加盟自治会数 :98 自治会　　　平成 30 年 5 月現在

※�立川基地跡（JR東中神駅北側）の�“もくせいの杜
もり

”�
1丁目、2丁目は「21ブロック」としました
※欠番 :37、38、41、76、80

41



■自治会区域図
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平成30年5月現在

■自治会区域図
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⃝東京都の「地域の底力発展事業助成金」
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